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51―17 P 
 

審決の予告 

 

 

１．  審決の予告にかかる審理手順の概要 

特許無効審判において、事件が審決をするのに熟した場合であって、省令で定

めるとき（審判の請求に理由があると認めるとき、訂正の請求を認めないとき等）

には、「審決の予告」をする（特§164 の 2①、特施規§50 の 6 の 2）。 

「審決の予告」をしないときには、審理を終結して審決をする（特§156②④）。 

「審決の予告」に対して、被請求人は訂正の請求または訂正明細書等の補正がで

きるが（特§164 の 2②、特§134 の 2①、特§17 の 5②）、これらがされないと

きには、審理を終結して審決をする（特§156②④）。 

 

【図】審決をするのに熟してからの手続概略 

 

２．  審決の予告の概要 

審決の予告は、裁判所と特許庁との間で「キャッチボール現象」が発生しない
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ようにするために創設された手続であり、被請求人に合議体の判断を示し、これ

に基づいて訂正をする機会を付与するためのものである。 

(1) 審決の予告の記載内容 

審決の予告には、審決と同じ事項を記載する（特§164 の 2③→§157②）。

結論及び理由には、全ての訂正事項についての適否判断と、審判請求された全

ての請求項についての有効性の判断を、審決と同程度に詳細に記載する（審決

の記載→51―19 の３．）。このうち、有効性の判断にあたっては、原則として

全ての理由（請求人が申し立てた理由及び職権で無効理由を通知していたとき

はその理由）を審理判断し、審決の予告に記載する。 

(2) 審決の予告に対する当事者の手続 

改めて両当事者に期間を指定して主張を求めることはせず、被請求人に対し

て訂正の請求をするための期間の指定（標準 60 日（在外者 90 日）→25―01.2）

のみを行う（特§164 の 2②）。 

 

３．  審決をするのに熟したときの審理 

(1) 審理を開始してから最初に審決をするのに熟したとき 

審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときは、原則として審決の

予告をする（特§164 の 2①、特施規§50 の 6 の 2 一）。 

ただし、被請求人に訂正の機会を与える必要がない以下のときは、審決の予

告をせず、審決をする（特施規§50 の 6 の 2 一、特§156②）。 

・審決の予告を希望しない旨の被請求人の申し出があったとき 

・訂正の請求がされておらず、審判請求された請求項が全て有効と判断され

るとき 

・審判請求された請求項に係る訂正が全て認められ、かつ、審判請求された  

請求項が全て有効と判断されるとき 

審決の予告をしたときは、それに対して被請求人が訂正の請求をしたか否か

に応じて、以下のように手続を進める。 

ア  訂正の請求をしたとき 

通常は請求人に対して弁駁の機会を与える。 

審決の予告をした後にあっては、口頭審理は必要と認めるときにのみ行え
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https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/25-01_2.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_164_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_164_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010#Mp-Ch_9-Se_1-At_50_6_2
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ばよい。 

イ  訂正の請求をしなかったとき 

審理の対象が変更されないため、他に事情の変更がなければ、通常は審理

を終結し（特§156②）、審決の予告に記載した判断内容で審決をする。 

基本的には審決の予告に記載した内容を審決に記載すればよいが、審決の

予告の後に出された上申書への言及等をすることは差し支えない。また、改

めて訂正の機会を与えることが適当と認めるとき（例えば、証拠の追加や変

更を伴うとき）には、審決の予告を再度行う。 

(2) 再び審決をするのに熟したとき 

上記(1)アにしたがって審理した結果、当該事件において再び審決をするの

に熟したときは、上記 2.に記載した審決の予告の趣旨により、原則として審決

をする。 

ここで、先の審決の予告に対する訂正の請求の後に、請求人により無効理由

の追加や変更がされることがあるが（審判請求書の要旨を変更する補正がさ

れ、訂正に起因するものとして審判長に許可されたとき等）、これらの無効理

由については、審決の予告はしない。なお、要旨変更の補正が許可されたとき

は訂正・答弁の機会を与える（特§134②）。 

 一方、先の審決の予告をしたときまでに申し立てられた理由又は職権審理結

果として通知された理由（当該理由により審決の予告をしていないものに限

る）によって、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告をする（特

§164 の 2①、特施規§50 の 6 の 2 三）。 

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_156
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_134
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_164_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_164_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010#Mp-Ch_9-Se_1-At_50_6_2
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(3) 審決が取り消されて特許庁に差し戻され、審理を開始してから最初に審決を

するのに熟したとき 

それまでの手続や審理をやり直すこととなるため、上記(1)のときと同様で

あり、差戻し後に審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときは、原

則として審決の予告をする（特§164 の 2①、特施規§50 の 6 の 2 二）。その

後の審理手続については、上記(1)(2)を参照。 

 

（改訂 R5.12） 

○訂正の機会を与えることが適切な例 

 文献証拠に基づく無効理由Ａと共に、審理に証拠調べを伴う無効理由Ｂが申し立てられ

ていたとき、審理を効率的に行うという観点から、証拠調べに時間のかかる無効理由Ｂの審

理判断を留保して、無効理由Ａのみで審決の予告を行うことがあり得る。このとき、先の審

決の予告に記載していた無効理由Ａが維持できなくなり、留保していた無効理由Ｂの審理

をした結果、無効の心証となったとき、無効理由Ｂについて心証を開示せず、訂正の機会を

与えることなく審決をすると、被請求人にとって不意打ちとなるため、無効理由Ｂで審決の

予告を行う。 

 このようなケースは例外であり、請求人が申し立てていた理由については、先の審決の予

告をする時点で全て審理判断することが原則である。 

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_164_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010#Mp-Ch_9-Se_1-At_50_6_2

